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令和６年度 第５回石巻市ＤＸ推進本部   審議  

                    提 出 日：令和７年１月２８日 

                    担当部・課：復興企画部ＤＸ推進課〔内線４２６４〕 

① 件  名 

石巻市ＤＸ推進計画の策定について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

  国は「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」において目指すべきデジタル社会のビジ

ョンを示し、関連する法律や計画を定め、各種施策を通じてデジタル社会の形成を推進している。

国の取組を受け、自治体においてもデジタル技術やＡＩを活用した住民の利便性の向上や業務効

率化を図るとともに、限られた人的資源を効果的に再配分し、サービスの質を高めることが求め

られており、国が策定した「自治体ＤＸ推進計画」に基づき、地域の実情に応じた取組を具体化し

ていくことが期待されている。   

本市は、令和３年１２月に、令和７年度までを取組期間とする「石巻市デジタル・トランスフォ

ーメーション（ＤＸ）推進方針」を策定し、さらに独自の取組事項（３分野２０項目）を決定して

様々な取組を開始した。 

ＤＸ推進方針を策定後、情報通信技術の急速な進展や社会情勢の変化、国のＤＸ推進計画の改

定があり、より一層本市のＤＸ推進を図る対応が求められていることから、「石巻市ＤＸ推進計画」

を策定することとした。 

 

【目的】 

国が目指すデジタル社会形成の考え方を、本市が抱える多種多様な課題解決の視点を取り入れ

ながら、組織一丸となりＤＸを推進していくために行う具体的な取組について、目標やスケジュ

ール、取組の方向性を示すもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

 ・デジタル社会形成基本法（令和３年法律第３５号） 

 ・情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１号） 

 ・自治体ＤＸ推進計画【第 3.0版】（令和６年４月２４日） 

【総合計画との整合性 総合計画の位置付け：〔有・無〕又は 〔個別計画との整合性〕】  

第６章 市民の声が共鳴し市民と行政が共に創るまち 

第１節 市民に寄り添い信頼される行財政運営の推進 

  ４ 市民サービスの利便性の向上を図る 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 令和６年 ４月 令和６年度第１回ＤＸ推進本部（６月４日開催）において、「ＤＸ推進方針及び

ＤＸ推進方針に基づく本市独自の取組（３分野２０項目）に関する令和５年度

末までの進捗状況について」及び「ＤＸ推進計画」の策定予定について報告 

⑤ 主な内容 

１ 基本方針 

  『仕組やルールの変革にいとわず取り組み、デジタル技術やデータの徹底活用による 

「最適」なサービスや仕事の実現』 

 

 ※市町村官民データ活用推進計画の位置付け 

官民データ活用推進基本法（平成２８年法律第１０３号）第９条第３項の「市町村官民デー

タ活用推進計画」としても本計画を位置付ける。 
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２ 計画期間 令和７年度から令和９年度まで（３年間） 

 ※ＤＸ推進方針の取組期間としていた令和７年度から２年間延伸し、ＤＸ推進方

針と一体化（包含）するものとして策定 

 

 

３ 取組事項 （個別の取組事項の項目数：Ａ－①～⑤…９項目、Ｂ－①～⑤…１４項目） 

Ａ「市民サービスの利便性向上」実現のための取組事項 

①デジタル技術やデータを活用した市民サービスの利便性向上 

②自治体フロントヤード改革の推進※１ 

③行政手続に関する押印、書面規制等の見直し※2 

④マイナンバーカードの普及促進・利活用推進※1 

⑤オープンデータの推進 

Ｂ「効率的・効果的な行財政運営」実現のための取組事項 

①効率的・効果的な行財政運営実現のためのデジタル技術やデータの活用 

②情報システムの標準化・共通化 

③デジタル環境の充実 

④デジタル人材の確保・育成 

⑤セキュリティ対策の徹底 

    ※１：ＤＸ推進方針では「②行政手続のオンライン化」、「④マイナンバーカードの普及促進」

としていた。 

   ※２：令和６年度末完了予定 
 

４ 推進体制 

 ・取組事項は、石巻市ＤＸ推進本部で審議、報告等を行い、検討段階にあるものを含め全体的

な進捗管理を行う。 

 ・次期石巻市人材育成基本方針等に明記した上で、中・長期的な視点でＤＸを推進する人材育

成を行う。 

 ・業務改善報告制度を活用し、成功事例の横展開を通じた組織全体の意識改革を進め、取組を

加速させていく。 

 ・取組事項の実施に当たっては、ＢＰＲ及びＥＢＰＭを重要な視点として踏まえる。 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】  

ＤＸ推進に関する全体像が把握できるようになり、庁内での推進体制が整いやすくなる。職員

が方針や進捗を再確認し積極的に取り組む意識が高まることで、着実なＤＸの推進が図られる。 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

ＤＸを推進するための全体方針の策定状況（県内３５市町村の内訳） 

   ・策定済み          １２市９町１村 

   ・令和６年度以降に策定予定  ５町 

   ・未定            ２市６町 

 （地方公共団体における行政情報化の推進状況調査（令和５年１２月）結果より） 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和７年２月 石巻市ＤＸ推進計画策定 

⑨ その他 

 

 


